
厚生労働省発社援０３１４第６号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ４ 日

都 道 府 県 知 事

指 定 都 市 市 長
各 殿

中 核 市 市 長

児童相談所設置市長

厚生労働事務次官

（ 公 印 省 略 ）

「社会福祉施設等災害復旧費の国庫補助について」の一部改正について

標記の国庫負担（補助）金の交付については、平成２２年３月１５日厚生労働省

発社援 第 号本職通知の別紙｢社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱｣0315 9
（以下「交付要綱」という ）により行われているところであるが、今般、交付要綱。

の一部が別紙新旧対照表のとおり改正され、平成２６年２月６日から適用すること

とされたので通知する。



社会福祉施設等災害復旧費補助金交付要綱一部改正 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

 

別  紙 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 

 

第１ （略） 

 

第２  社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金 

  （交付の目的） 

 １ 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金（以下第２において「災害復旧費補助金」とい

う。）は、「生活保護法」（昭和２５年法律第１４４号）、「老人福祉法」（昭和３８年

法律第１３３号）、「児童福祉法」（昭和２２年法律第１６４号）、「介護保険法」（平

成９年法律第１２３号）、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」（平成１７年法律第１２３号）（以下「障害者総合支援法」という。）等の規定に基

づき、社会福祉法人等が整備した次に掲げる施設であって、暴風、洪水、高潮、地震、そ

の他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣に協議し

て承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復

旧を図り、もつて施設入所者等の福祉を確保することを目的とする。 

 

 

  （定 義） 

  ２ 第２において「社会福祉施設等」とは、次の表の区分ごとに掲げる大分類、中分類

及び小分類の施設をいう。 

（１）（項）社会福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

   

  

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

   

   

    

   

   

   

 

区    分 大 分 類 中 分 類 小 分 類 

 

① （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

② （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

③ （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

④ 障害者総合支援法

第５条第１項に規定

する障害福祉サービ

ス事業（同条第６項に

規定する療養介護、同

条第７項に規定する

生活介護、同条第１３

項に規定する自立訓

練、同条第１４項に規

定する就労移行支援

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別  紙 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 

 

第１ （略） 

 

第２ 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金 

  （交付の目的） 

 １ 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金（以下第２において「災害復旧費補助金」とい

う。）は、「生活保護法」（昭和２５年法律第１４４号）、「身体障害者福祉法」（昭和

２４年法律第２８３号）、「老人福祉法」（昭和３８年法律第１３３号）、「児童福祉法」

（昭和２２年法律第１６４号）、「知的障害者福祉法」（昭和３５年法律第３７号）、「介

護保険法」（平成９年法律第１２３号）、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」

（昭和２５年法律第１２３号）、「障害者自立支援法」（平成１７年法律第１２３号）等

の規定に基づき、社会福祉法人等が整備した次に掲げる施設であって、暴風、洪水、高潮、

地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣

に協議して承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部を補助することにより、災害の速

やかな復旧を図り、もつて施設入所者等の福祉を確保することを目的とする。 

 

  （定 義） 

  ２ 第２において「社会福祉施設等」とは、次の表の区分ごとに掲げる大分類、中分類

及び小分類の施設をいう。 

（１）（項）社会福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

区    分 大 分 類 中 分 類 小 分 類 

 

① （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

② （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

③ （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

④ 障害者自立支援法

（平成１７年法律第

１２３号）第５条第１

項に規定する障害福

祉サービス事業（同条

第６項に規定する療

養介護、同条第７項に

規定する生活介護、同

条第１３項に規定す

る自立訓練、同条第１

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

   

  

 

 

  

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

   

及び同条第１５項に

規定する就労継続支

援に限る。）を行う施

設（以下「障害福祉サ

ービス事業所」という

。）並びに同条第１２

項に規定する障害者

支援施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 障害者総合支援法

第５条第２項に規定

する居宅介護、同条第

３項に規定する重度

訪問介護、同条第４項

に規定する同行援護、

同条第５項に規定す

る行動援護（以下「居

宅介護」という。）、

同条第８項に規定す

る短期入所、同条第１

０項に規定する共同

生活介護、同条第１６

項に規定する共同生

活援助及び同条第１

７項に規定する相談

支援を行う事業所 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

⑦ 障害者総合支援法

第５条第２６項に規

定する地域活動支援

センター 

 

 

地域活動支援セ

ンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 障害者総合支援法

第５条第２７項に規

定する福祉ホーム 

 

 

福祉ホーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ （略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

４項に規定する就労

移行支援及び同条第

１５項に規定する就

労継続支援に限る。）

を行う施設（以下「障

害福祉サービス事業

所」という。）並びに

同条第１２項に規定

する障害者支援施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 障害者自立支援法

第５条第２項に規定

する居宅介護、同条第

３項に規定する重度

訪問介護、同条第４項

に規定する同行援護、

同条第５項に規定す

る行動援護（以下「居

宅介護」という。）、

同条第８項に規定す

る短期入所、同条第１

０項に規定する共同

生活介護、同条第１６

項に規定する共同生

活援助及び同条第１

７項に規定する相談

支援を行う事業所 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

⑦ 障害者自立支援法

第５条第２６項に規

定する地域活動支援

センター 

 

 

地域活動支援セ

ンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 障害者自立支援法

第５条第２７項に規

定する福祉ホーム 

 

 

福祉ホーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

⑩ （略） 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ （略） 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

 

（３）（項）児童福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

区    分 大 分 類 中 分 類 小 分 類 

 

① （略） 

 

 

（略） 

  

 

② 児童福祉法第７条

に基づく児童福祉施

設（助産施設、母子生

活支援施設、保育所、

乳児院、児童厚生施設

、児童養護施設、情緒

障害児短期治療施設、

児童自立支援施設及

び児童家庭支援セン

ターに限る。）、同法

第１２条に基づく児

童相談所、同法第１２

条の４に基づく児童

を一時保護する一時

保護施設、同法第３５

条第５項に基づく職

員養成施設、同法第６

条の３第１項に基づ

く児童自立生活援助

事業を行う事業所、同

条第８項に基づく小

規模住居型児童養育

事業を行う事業所、平

成２５年２月２６日

２４文科初第１２２

６号・雇児発０２２６

第７号「平成２０年度

子育て支援対策臨時

特例交付金（安心こど

も基金）の運営につい

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

⑩ （略） 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ （略） 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

 

（３）（項）児童福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

区    分 大 分 類 中 分 類 小 分 類 

 

① （略） 

 

 

（略） 

  

 

② 児童福祉法第７条

に基づく児童福祉施

設（助産施設、母子生

活支援施設、保育所、

乳児院、児童厚生施設

、児童養護施設、情緒

障害児短期治療施設、

児童自立支援施設及

び児童家庭支援セン

ターに限る。）、同法

第１２条に基づく児

童相談所、同法第１２

条の４に基づく児童

を一時保護する一時

保護施設、同法第３５

条第５項に基づく職

員養成施設、同法第６

条の３第１項に基づ

く児童自立生活援助

事業を行う事業所、同

条第８項に基づく小

規模住居型児童養育

事業を行う事業所、平

成２４年７月２７日

雇児発０７２７第５

号厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長通知

「平成２４年度子育

て支援交付金の交付

対象事業等について」

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 



 

 

て」に定める要件に適

合するへき地保育所

及び平成１１年１月

７日児発第１４号厚

生省児童家庭局長通

知「子育て支援のため

の拠点施設の設置に

ついて」に基づく子育

て支援のための拠点

施設（以下「助産施設

等」という。） 

 

 

③ （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

④ （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

⑤ （略） 

 

 

（略） 

  

 
 

 （交付の対象） 

 ３ 災害復旧費補助金は、直接補助事業の場合においては、次の事業を交付の対象とする。 

    次の表の①欄に定める施設の種類ごとに、②欄に定める設置根拠等により③欄に定め

る設置者が設置する施設に係る施設整備事業。 

（１）（項）社会福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

①施設の種類 ②設置根拠等 ③設置者 ④国庫補助率 

 

(1) （略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

(2) （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

(3) （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

(4) 障害者支援施設等 

  ｱ 障害福祉サービス

事業所 

 

 

 

 

障害者総合支援法第７９

条第１項第１号及び第２

項 

 

 

 

都道府県又

は指定都市

若しくは中

核市 

 

      

１／２ 

      

      

 

に定める要件に適合

するへき地保育所及

び平成１１年１月７

日児発第１４号厚生

省児童家庭局長通知

「子育て支援のため

の拠点施設の設置に

ついて」に基づく子育

て支援のための拠点

施設（以下「助産施設

等」という。） 

 

 

③ （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

④ （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

⑤ （略） 

 

 

（略） 

  

 
 

 （交付の対象） 

 ３ 災害復旧費補助金は、直接補助事業の場合においては、次の事業を交付の対象とする。 

    次の表の①欄に定める施設の種類ごとに、②欄に定める設置根拠等により③欄に定め

る設置者が設置する施設に係る施設整備事業。 

（１）（項）社会福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

①施設の種類 ②設置根拠等 ③設置者 ④国庫補助率 

 

(1) （略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

(2) （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

(3) （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

(4) 障害者支援施設等 

  ｱ 障害福祉サービス

事業所 

 

 

 

 

障害者自立支援法第７９

条第１項第１号及び第２

項 

 

 

 

都道府県又

は指定都市

若しくは中

核市 

 

      

１／２ 

      

      

 



 

 

 

  ｲ 障害者支援施設 

 

 

 

 

  ｳ 居宅介護事業所、短

期入所事業所、共同生

活介護事業所、共同生

活援助事業所及び相

談支援事業所 

 

  ｴ 地域活動支援セン

ター    

 

   

 

 ｵ 福祉ホーム 

 

 

 

 

障害者総合支援法第８３

条第２項及び第３項 

 

 

 

障害者総合支援法第７９

条第１項第１号及び第２

号並びに同条第２項 

 

 

 

障害者総合支援法第７７

条第１項第４号及び第７

９条第１項第４号 

 

 

障害者総合支援法第７７

条第３項及び第７９条第

１項第５号 

 

 

都道府県又

は指定都市

若しくは中

核市 

 

都道府県又

は指定都市

若しくは中

核市 

 

 

都道府県又

は指定都市

若しくは中

核市 

 

都道府県又

は指定都市

若しくは中

核市 

 

１／２ 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

(5) （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

(6) （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

(7) （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

(8) （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（２）（略） 

 

（３）（項）児童福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金 

①施設の種類 ②設置根拠等 ③設置者 ④国庫補助率 

 

(1) （略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

(2)  ｱ～ｶ（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

  ｲ 障害者支援施設 

 

 

 

 

  ｳ 居宅介護事業所、短

期入所事業所、共同生

活介護事業所、共同生

活援助事業所及び相

談支援事業所 

 

  ｴ 地域活動支援セン

ター    

 

   

 

 ｵ 福祉ホーム 

 

 

 

 

 

障害者自立支援法第８３

条第２項及び第３項 

 

 

 

障害者自立支援法第７９

条第１項第１号及び第２

号並びに同条第２項 

 

 

 

障害者自立支援法第７７

条第１項第４号及び第７

９条第１項第４号 

 

 

障害者自立支援法第７７

条第３項及び第７９条第

１項第５号 

 

 

都道府県又

は指定都市

若しくは中

核市 

 

都道府県又

は指定都市

若しくは中

核市 

 

 

都道府県又

は指定都市

若しくは中

核市 

 

都道府県又

は指定都市

若しくは中

核市 

 

１／２ 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

(5) （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

(6) （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

  

 

(7) （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

(8) （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（２）（略） 

 

（３）（項）児童福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金 

①施設の種類 ②設置根拠等 ③設置者 ④国庫補助率 

 

(1) （略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

(2)  ｱ～ｶ（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 



 

 

  

ｷ へき地保育所 

 

 

 

 

 

 

 

 ｸ （略） 

 

 

平成２５年２月２６日２

４文科初第１２２６号・

雇児発０２２６第７号「

平成２０年度子育て支援

対策臨時特例交付金（安

心こども基金）の運営に

ついて」 

 

（略） 

 

指定都市又

は中核市若

しくは児童

相談所設置

市 

 

 

 

（略） 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

(3) （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

(4) （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

(5) （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 
 

 ４ 災害復旧費補助金は、間接補助事業の場合においては、次の事業を交付の対象とする。 

 （１） 次の表の①欄に定める施設の種類ごとに、②欄に定める設置根拠等により③欄に定

める設置者が設置する施設に係る施設整備事業に対し、④欄に定める補助根拠等によ

り⑤欄に定める補助者が行う補助。    

 ア （項）社会福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

 

①施設の種

類 

 

 

 

 

②設置根

拠等 

 

 

 

 

③設置者 

 

 

 

 

④補助根

拠等 

 

 

 

⑤補助者 

 

 

 

 

⑥補助

率 

 

 

 

⑦国庫 

補助率 

 

 

(1) （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

(2) （略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

(3) （略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

(4) 障害者

支援施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｷ へき地保育所 

 

 

 

 

 

 

 

 ｸ （略） 

 

 

平成２４年７月２７日雇

児発０７２７第５号厚生

労働省雇用均等・児童家

庭局長通知「平成２４年

度子育て支援交付金の交

付対象事業等について」 

 

 

（略） 

 

指定都市又

は中核市若

しくは児童

相談所設置

市 

 

 

 

（略） 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

(3) （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

(4) （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

(5) （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 
 

 ４ 災害復旧費補助金は、間接補助事業の場合においては、次の事業を交付の対象とする。 

 （１） 次の表の①欄に定める施設の種類ごとに、②欄に定める設置根拠等により③欄に定

める設置者が設置する施設に係る施設整備事業に対し、④欄に定める補助根拠等によ

り⑤欄に定める補助者が行う補助。    

 ア （項）社会福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

 

①施設の種

類 

 

 

 

 

②設置根拠

等 

 

 

 

 

③設置者 

 

 

 

 

④補助根

拠等 

 

 

 

⑤補助者 

 

 

 

 

⑥補助

率 

 

 

 

⑦国庫 

補助率 

 

 

(1) （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

(2) （略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

(3) （略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

(4) 障害者

支援施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

等 

  ｱ 障害福

祉サービ

ス事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｲ 障害

者支援

施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者総

合支援法

第７９条

第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者総

合支援法

第８３条

第３項又

は第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町村 

 

(ｲ) 障害者総合

支援法第７９

条第２項に基

づき事業を実

施する法人（社

会福祉法人、医

療法人、日本赤

十字社、公益社

団法人、公益財

団法人、特例民

法法人、NPO法

人、営利法人等

。以下「社会福

祉法人等」とい

う。） 

 

(ｳ) 社会福祉施

設等施設整備

費補助金を受

けて整備した

障害福祉サー

ビス事業所を

有する一般社

団法人又は一

般財団法人 

 

(ｱ) 市町村 

 

(ｲ) 地方税法（昭

和２５年法律

第２２６号）第

３４８条第２

項第１０の４

号及び第１０

の６号の規定

により固定資

産税を課され

ないこととさ

れている法人

 

予算措置 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等 

  ｱ 障害福

祉サービ

ス事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｲ 障害

者支援

施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者自立

支援法第７

９条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者自立

支援法第８

３条第３項

又は第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町村 

 

(ｲ) 障害者自立

支援法第７９

条第２項に基

づき事業を実

施する法人（社

会福祉法人、医

療法人、日本赤

十字社、公益社

団法人、公益財

団法人、特例民

法法人、NPO法

人、営利法人等

。以下「社会福

祉法人等」とい

う。） 

 

(ｳ) 社会福祉施

設等施設整備

費補助金を受

けて整備した

障害福祉サー

ビス事業所を

有する一般社

団法人又は一

般財団法人 

 

(ｱ) 市町村 

 

(ｲ) 地方税法（昭

和２５年法律

第２２６号）第

３４８条第２

項第１０の４

号及び第１０

の６号の規定

により固定資

産税を課され

ないこととさ

れている法人

 

予算措置 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｳ 居宅介

護事業所、

短期入所

事業所、共

同生活介

護事業所

及、共同生

活援助事

業所及び

相談支援

事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者総

合支援法

第７９条

第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社会福祉法

人、医療法人、

日本赤十字社、

公益社団法人、

公益財団法人

又は特例民法

法人等。医療法

人を除く。） 

   

(ｳ) 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町村 

 

(ｲ) 社会福祉法

人等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 社会福祉施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

  

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｳ  居宅

介護事業

所、短期入

所事業所、

共同生活

介護事業

所及、共同

生活援助

事業所及

び相談支

援事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者自立

支援法第７

９条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社会福祉法

人、医療法人、

日本赤十字社、

公益社団法人、

公益財団法人

又は特例民法

法人等。医療法

人を除く。） 

   

(ｳ) 社会福祉施

設等施設整備

費補助金を受

けて整備した

障害者支援施

設を有する一

般社団法人又

は一般財団法

人 

 

(ｱ) 市町村 

 

(ｲ) 地方税法（昭

和２５年法律

第２２６号）第

３４８条第２

項第１０の４

号及び第１０

の６号の規定

により固定資

産税を課され

ないこととさ

れている法人

（社会福祉法

人、医療法人、

日本赤十字社、

公益社団法人、

公益財団法人

又は特例民法

法人等。医療法

人を除く。） 

  

(ｳ) 社会福祉施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 予算措置 

  

 予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｴ 地域

活動支

援セン

ター 

 

 

 

 

ｵ 福祉ホ

ーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者総

合支援法

第７７条

第１項第

４号及び

第７９条

第２項 

 

障害者総

合支援法

第７７条

第３項及

び第７９

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

設等施設整備

費補助金を受

けて整備した

居宅介護事業

所、短期入所事

業所、共同生活

介護事業所及、

共同生活援助

事業所及び相

談支援事業所

を有する一般

社団法人又は

一般財団法人 

 

(ｱ) 市町村 

 

(ｲ) 社会福祉法

人等 

 

 

 

 

(ｱ) 市町村 

 

(ｲ) 社会福祉法

人等 

 

 

 

 

(ｳ) 社会福祉施

設等施設整備

費補助金を受

けて整備した

福祉ホームを

有する一般社

団法人又は一

般財団法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 予算措置 

 

 予算措置 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

(5) （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｴ 地域

活動支

援セン

ター 

 

 

 

 

ｵ 福祉ホ

ーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者自立

支援法第７

７条第１項

第４号及び

第７９条第

２項 

 

 

障害者自立

支援法第７

７条第３項

及び第７９

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

設等施設整備

費補助金を受

けて整備した

居宅介護事業

所、短期入所事

業所、共同生活

介護事業所及、

共同生活援助

事業所及び相

談支援事業所

を有する一般

社団法人又は

一般財団法人 

 

(ｱ) 市町村 

 

(ｲ) 社会福祉法

人等 

 

 

 

 

(ｱ) 市町村 

 

(ｲ) 社会福祉法

人等 

 

 

 

 

(ｳ) 社会福祉施

設等施設整備

費補助金を受

けて整備した

福祉ホームを

有する一般社

団法人又は一

般財団法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 予算措置 

 

 予算措置 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

３／４ 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

２／３ 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

(5) （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 



 

 

 

(6）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（7）（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

 （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

(8) （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

イ （略） 

 

ウ （項）児童福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

 

①施設の種

類 

 

 

 

②設置根拠

等 

 

 

 

③設置者 

 

 

 

 

④補助根

拠等 

 

 

 

⑤補助者 

 

 

 

 

⑥補助

率 

 

 

 

⑦国庫

補助率 

 

 

(1) （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

(2)  

ｱ～ｵ（略） 

 

ｶ へき地

保育所 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

平成２５年

２月２６日

２４文科初

第１２２６

号・雇児発

０２２６第

７号「平成

２０年度子

 

 

（略） 

 

市町村（児童相談 

所設置市を除く。 

） 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

都道府県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（7）（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

 （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

(8) （略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

イ （略） 

 

ウ （項）児童福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

 

①施設の種

類 

 

 

 

②設置根拠

等 

 

 

 

③設置者 

 

 

 

 

④補助根

拠等 

 

 

 

⑤補助者 

 

 

 

 

⑥補助

率 

 

 

 

⑦国庫

補助率 

 

 

(1) （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

(2)  

ｱ～ｵ（略） 

 

ｶ へき地

保育所 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

平成２４年

７月２７日

雇児発０７

２７第５号

厚生労働省

雇用均等・

児童家庭局

長通知「平

 

 

（略） 

 

市町村（児童相談 

所設置市を除く。 

） 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

都道府県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｷ  子育て

支援のた

めの拠点

施設 

育て支援対

策臨時特例

交付金（安

心こども基

金）の運用

について」 

 

平成１１年

１月７日児

発第１４号

厚生省児童

家庭局長通

知「子育て

支援のため

の拠点施設

の設置につ

いて」 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ)市町村（児童

相談所設置市

を除く。ただ 

し、放課後児

童クラブにつ

いては児童相

談所設置市を

含む。） 

 

(ｲ)～(ｴ) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

(3) （略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

(4) （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

(5) （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

(6) その他

施設 

 

 

別途厚生労

働大臣が定

める基準等 

 

(ｱ) 市町村 

 

 

(ｲ) 社会福祉法

人、日本赤十字社

又は学校法人（幼

稚園型認定こど

も園を構成する

幼稚園の設置者

と同一の学校法

人である場合に

限る。） 

 

 

予算措置

等 

 

予算措置

等 

 

都道府県 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

2/3 から 

3/4 まで 

 

2/3 から 

3/4まで 

 

1/2 から 

2/3 まで 

 

1/2 から 

2/3まで 

 

 

 

 

 

 

 

ｷ  子育て支

援のため

の拠点施

設 

 

成２４年度

子育て支援

交付金の交

付対象事業

等 に つ い

て」 

 

平成１１年

１月７日児

発第１４号

厚生省児童

家庭局長通

知「子育て

支援のため

の拠点施設

の設置につ

いて」 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ)市町村（児童

相談所設置市

を除く。） 

 

 

 

 

 

 

(ｲ)～(ｴ) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

(3) （略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

(4) （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

(5) （略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

(6) その他

施設 

 

別途厚生労

働大臣が定

める基準等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ｱ) 市町村 

 

 

(ｲ) 社会福祉法

人又は日本赤十

字社 

 

 

予算措置

等 

 

予算措置

等 

 

都道府県 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

2/3 から 

3/4 まで 

 

2/3 から 

3/4まで 

 

1/2 から 

2/3 まで 

 

1/2 から 

2/3まで 



 

 

 

（２）（略） 

 

 ５～１０ （略） 

 

 別表 （略） 

 

別紙１～９ （略） 
 

 

（２）（略） 

 

 ５～１０ （略） 

 

 別表 （略） 

 

別紙１～９ （略） 
 

 


